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築
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佐

原

康

夫

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
年
、
漢
長
安
城
の
未
央
宮
内
か
ら
相
次
い
で
大
規
模
な
建
築
遺
跡
が
確

認
さ
れ
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
の
漢
城
工
作
隊
に
よ
る
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
一
九
八
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
発
掘
さ

れ
た
「
未
央
宮
第
三
号
建
築
遺
堤
」
で
は
、
器
物
の
名
称
や
製
造
し
た
工
官

を
刻
し
た
骨
片
が
、
約
五
万
点
出
土
し
た
。
前
漢
王
朝
の
中
枢
で
あ
る
未
央

宮
か
ら
ま
と
ま
っ
た
量
の
文
字
資
料
が
発
掘
さ
れ
た
の
は
、
初
め
て
の
こ
と

で
あ
る
。

　
筆
者
は
一
九
八
八
年
十
月
目
た
ま
た
ま
日
本
秦
覇
道
訪
中
団
の
一
員
と
し

て
西
安
を
訪
問
し
た
際
、
発
掘
責
任
者
で
あ
る
劉
慶
柱
旋
の
ご
厚
意
に
よ
っ

て
、
件
の
骨
片
を
手
に
取
っ
て
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
以
来
発
掘
報
告
の

公
表
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
『
考
古
』
一
九
八
九
年
第
一
期
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

遺
跡
の
発
掘
簡
報
が
掲
載
さ
れ
た
。
大
量
の
骨
片
の
ほ
と
ん
ど
は
現
在
な
お

　
　
②

整
理
中
で
、
二
十
点
ほ
ど
の
サ
ン
プ
ル
が
紹
介
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ

れ
で
も
遺
跡
と
出
土
遺
物
に
関
す
る
初
歩
的
な
検
討
は
可
能
に
な
っ
た
。
五

万
点
の
骨
片
を
含
む
完
全
な
発
掘
報
告
も
計
画
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ

の
出
版
に
は
今
後
か
な
り
の
年
月
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
座
し
て
そ
れ
を
待
つ

よ
り
も
、
現
在
わ
か
る
こ
と
、
あ
る
い
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
整
理
し
て
お

く
に
し
く
は
な
い
。
本
稿
は
発
掘
簡
報
を
批
判
的
に
検
討
し
な
が
ら
、
遺
跡

と
遺
物
に
つ
い
て
現
段
階
で
可
能
な
限
り
の
位
遣
づ
け
を
試
み
る
こ
と
を
目

　
　
　
③

的
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
発
掘
簡
報
で
は
、
刻
字
を
伴
っ
た
骨
片
を
「
骨
籔
」
、
す
な
わ

ち
骨
製
の
ラ
ベ
ル
と
名
付
け
て
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
命
名
が
正
し
い
か
ど

う
か
は
、
骨
片
の
形
態
と
用
途
の
検
討
を
経
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
の
遺
物
を
と
り
あ
え
ず
「
骨
片
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
。
で
は
、
ま
ず
発
掘
簡
単
の
記
述
に
沿
っ
て
、
建
築
遺
跡
か
ら
検
討

を
は
じ
め
よ
う
。



漢長安城未央宮三号建築遺吐について（佐原）

①
中
團
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
漢
城
工
作
隊
「
漢
長
安
城
未
央
宮
第
三
号
建
築

　
遺
祉
発
掘
簡
報
」
（
考
古
一
九
八
九
年
第
～
期
）
。
以
後
「
簡
報
」
と
略
称
。

②
　
現
在
の
整
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
籾
山
明
「
出
土
文
字
資
料
ノ
ー
ト
ー
木
簡

　
・
骨
簸
・
瓦
澄
“
」
　
（
古
ぬ
人
春
秋
陰
山
ハ
号
　
　
朋
㎝
友
蔭
口
店
　
　
一
九
九
〇
）
　
に
報
出
口
さ
れ

　
て
い
る
。

③
　
こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
『
中
岡
考
古
学
年
鑑
　
　
九
八
七
』
（
文
物
出
版
社
　
一

　
九
八
八
）
に
も
概
要
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て
の
評
価
は

　
「
簡
報
」
と
異
な
っ
て
い
る
。

遺
跡
の
概
要

　
未
央
宮
第
三
号
建
築
遺
跡
は
、
未
央
宮
前
殿
の
西
（
や
や
北
よ
り
）
に
八
八

○
メ
ー
ト
ル
、
未
央
宮
を
囲
む
宮
堵
の
障
壁
か
ら
東
一
〇
五
メ
ー
ト
ル
に
位

置
す
る
。
遺
跡
の
南
六
・
三
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
は
、
未
央
宮
を
東
西
に

貫
通
す
る
道
路
が
走
っ
て
い
る
。
建
築
遺
跡
は
、
耕
土
層
・
擾
土
層
、
大
量

の
瓦
や
焼
土
を
含
む
漢
代
文
化
層
の
三
層
か
ら
な
る
地
層
堆
積
の
下
か
ら
発

見
さ
れ
た
（
図
！
）
。
遺
跡
は
東
西
＝
二
四
・
七
メ
ー
ト
ル
、
南
北
六
五
・

五
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
で
、
排
水
渠
を
弾
ん
で
東
西
五
七
メ
ー
ト
ル
の
東
院

と
東
西
七
二
・
ニ
メ
ー
ト
ル
の
西
院
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
外
壁
に
囲
ま
れ

て
い
る
。
南
側
の
外
壁
は
現
代
の
道
路
の
下
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
部
分
的

な
発
掘
と
ボ
…
リ
ン
グ
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
他
は
全
面
発
掘
さ
れ
た
。

排
水
渠
は
上
部
の
幅
三
・
ニ
メ
ー
ト
ル
、
下
部
の
幅
一
・
三
メ
…
ト
ル
、
深

さ
○
・
六
メ
ー
ト
ル
で
北
に
流
れ
、
北
端
は
外
壁
の
下
を
潜
る
暗
渠
に
な
っ

て
い
る
。
建
築
の
外
周
は
、
南
側
以
外
の
三
面
に
散
水
波
が
つ
け
ら
れ
、
ま

た
東
側
以
外
の
三
面
と
排
水
渠
の
両
側
に
は
幅
○
・
九
～
二
・
三
メ
ー
ト
ル

の
廊
道
が
あ
っ
た
。
廊
道
は
碑
で
縁
取
ら
れ
て
い
る
。

　
建
築
の
外
壁
は
、
地
山
か
ら
高
さ
一
・
二
五
～
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
秀
土

台
の
上
に
版
築
さ
れ
、
東
・
西
・
北
側
の
壁
が
厚
さ
一
・
五
～
一
・
七
メ
ー

ト
ル
、
南
壁
が
厚
さ
二
・
七
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
排
水
渠
を
挾
ん
で
東
西
院
を

仕
切
る
壁
も
厚
さ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
。
こ
れ
ら
各
壁
の
裏
表
対
称
の
位

置
に
角
柱
を
埋
め
込
ん
だ
跡
が
あ
る
。
四
壁
の
西
端
付
近
と
南
壁
の
両
端
付

近
に
は
外
側
に
向
け
て
張
り
出
し
壁
も
つ
い
て
い
る
。
門
は
四
個
所
が
確
認

さ
れ
た
。
西
院
の
東
南
端
に
は
南
向
き
に
幅
三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
門
が
あ
り
、

東
院
の
東
北
端
に
は
北
向
き
に
幅
一
・
一
メ
ー
ト
ル
の
門
が
あ
っ
て
、
外
側

に
門
房
や
井
戸
が
あ
る
。
ま
た
排
水
渠
の
南
端
両
側
に
、
幅
一
・
ニ
三
一
ト

ル
ほ
ど
の
門
が
向
か
い
合
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
未
調
査
だ
が
東
院
の
東
南

端
に
も
門
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
東
西
の
院
内
に
は
、
外
壁
の
　
部
を
利
用
し
て
二
列
の
土
壁
の
建
物
が
あ

り
、
東
院
で
は
六
部
屋
、
西
院
で
は
七
部
屋
を
数
え
る
。
東
院
の
F
7
と
西

院
の
F
8
は
門
房
で
あ
る
。
建
物
の
壁
は
厚
さ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、

や
は
り
両
側
に
柱
を
埋
め
込
ん
で
あ
る
。
柱
の
間
隔
は
総
体
に
西
名
の
方
が

密
で
あ
る
。
各
部
屋
に
は
南
向
き
に
幅
二
・
一
～
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
出
入

口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
東
院
の
F
3
と
F
6
は
南
北
二
個
所
に
出le3　（103）



入
り
口
が
あ
る
。
ま
た
各
院
の
南
側
の
列
の
建
物
の
北
側
に
は
、
梯
子
の
土

台
が
築
か
れ
て
お
り
、
こ
の
列
の
建
物
が
平
屋
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
二
列
の
建
物
と
外
壁
に
囲
ま
れ
た
中
庭
の
よ
う
な
空
間
に
は
、
「
天
井
」
と

呼
ば
れ
る
排
水
用
プ
ー
ル
が
五
箇
所
あ
り
、
う
ち
三
個
所
か
ら
西
向
き
に
排

水
管
が
出
て
い
る
。
「
天
井
」
の
周
囲
に
は
柱
の
礎
石
が
並
び
、
回
廊
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
西
院
の
四
号
天
井
の
東
西
両
側
に
回
廊
と

は
異
な
る
礎
石
の
列
が
あ
り
、
二
棟
の
木
造
建
築
も
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
な
お
、
鞘
堂
の
F
6
の
東
よ
り
に
焼
失
し
た
木
製
の
仕
切
壁
が
あ
り
、

遺
跡
全
体
か
ら
赤
く
変
色
し
た
焼
土
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
遺
跡
は

火
災
に
あ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
出
土
遺
物
を
整
理
し
よ
う
。
「
簡
報
」
で
は
、
出
土
遺
物
の
報
告
は

簡
単
で
、
出
土
位
置
の
記
述
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
ず
建
築
材
料
か
ら
あ
げ

る
と
、
大
量
の
碍
と
平
瓦
・
筒
瓦
、
笠
当
が
出
土
し
て
い
る
。
建
物
全
体
が

瓦
葺
き
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
瓦
当
は
雲
量
の
も
の
が
多
く
、
「
長
生
無

極
」
「
長
楽
未
央
」
「
千
秋
万
歳
」
と
い
っ
た
文
字
瓦
当
も
見
ら
れ
る
。

　
次
に
農
工
具
類
に
つ
い
て
見
る
と
、
鉄
製
の
鋳
・
錨
（
各
二
点
）
、
鑓
（
一

点
）
と
い
っ
た
農
具
類
、
ま
た
馨
・
斧
・
璽
、
刀
子
や
刷
毛
な
ど
の
工
具
類

も
出
て
い
る
。
生
活
用
具
と
し
て
は
、
陶
製
の
灯
・
碗
・
盤
。
盆
・
甑
、
石

臼
の
断
片
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
鏡
の
破
片
や
帯
鈎
、
翠
霞
・
五
鉄
・
王
葬

銭
の
よ
う
な
青
銅
製
品
が
若
干
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
生
活
遺
物
は
、
遺
跡

の
面
積
の
割
合
に
非
常
に
少
な
く
、
時
代
も
前
漢
代
か
ら
王
葬
時
代
ま
で
に

限
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
か
ら
は
五
鉄
鋼
残
夢
が
出
土
し
て
い
る
が
、

遺
跡
の
状
況
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
鋳
造
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
れ
な
い
。
後
の
時
代
に
混
入
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
生
活
遺
物
と
比
べ
て
、
武
器
類
は
か
な
り
の
数
に
上
る
。
ま
ず
ト
の
字
型

の
鉄
製
戟
が
二
点
、
東
院
F
3
の
北
側
門
外
か
ら
出
て
い
る
。
火
災
の
際
、

門
衛
が
放
り
出
し
て
逃
げ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ほ
か
は
出
土
位
置
の

報
告
が
な
い
が
、
腎
機
の
完
黙
口
潮
が
二
点
、
　
一
点
は
青
銅
製
で
各
部
品
に

「
南
陽
田
平
第
…
…
」
と
い
っ
た
製
造
番
号
が
刻
さ
れ
、
一
点
は
鉄
製
で
一

回
り
大
き
い
。
鉄
製
の
経
機
の
完
形
品
の
出
土
は
極
め
て
珍
し
く
、
形
態
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

部
品
の
材
質
な
ど
の
詳
細
な
報
告
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
青
銅
製
、
鉄
製
の
錺
…

が
多
種
類
出
土
し
て
い
る
。
さ
ら
に
陶
製
の
弾
丸
が
多
数
出
土
し
た
点
が
注

目
さ
れ
る
。
直
径
一
・
五
～
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
種
類
も
豊
富
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
竹
の
弦
を
張
っ
た
弓
で
飛
ば
し
、
鳥
な
ど
を
打
ち
落
と
す
、

パ
チ
ン
コ
の
よ
う
な
狩
猟
用
具
で
、
当
時
　
般
的
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で

　
③

あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
甲
胃
の
断
片
や
、
珍
し
い
と
こ
ろ
で
は
夏
島
と
呼
ば
れ

る
防
御
兵
器
も
あ
る
。

　
最
後
に
、
「
骨
籔
」
と
名
付
け
て
報
告
さ
れ
た
骨
片
五
万
点
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
も
出
土
位
置
の
詳
細
な
報
告
が
な
い
が
、
大
都
分
が
建
物
の
呂
調
、

特
に
壁
際
に
あ
た
る
部
分
か
ら
発
見
さ
れ
、
一
部
は
火
災
で
焼
け
落
ち
た
瓦

104 （104）
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や
壁
土
と
混
在
し
て
焼
結
し
て
い
た
と
い
う
。
火
災
の
激
し
さ
を
物
語
る
事

実
で
あ
る
。

　
以
上
の
遺
跡
の
概
要
か
ら
、
こ
の
建
築
の
性
格
を
ひ
と
ま
ず
ま
と
め
て
お

こ
う
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
建
築
は
非
常
に
閉
鎖
的
な
構
造

に
な
っ
て
い
る
。
門
は
西
院
東
南
端
の
一
個
所
が
定
心
・
五
メ
ー
ト
ル
と
広

め
で
あ
る
が
、
こ
の
門
は
、
入
る
と
す
ぐ
に
門
番
が
見
張
る
回
廊
に
ぶ
つ
か

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
の
門
は
、
い
ず
れ
も
幅
が
一
メ
ー
ト
ル

強
、
す
な
わ
ち
成
人
が
「
人
ず
つ
出
入
り
で
き
る
だ
け
の
広
さ
し
か
な
い
。

当
時
の
富
衙
や
宮
殿
が
、
壮
大
な
門
閥
を
通
っ
て
内
部
の
中
庭
に
出
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
④

に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
建
築
は
官
衙
や
宮
殿
と
は
異
質

で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
遺
跡
の
二
列
の
土
壁
の
建
物
は
、
壁
の
厚
さ
が
正
味
一
・

五
メ
ー
ト
ル
と
、
極
め
て
分
厚
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
威
陽
の
宮
殿
建
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

や
漢
長
安
城
南
郊
の
礼
制
建
築
の
よ
う
に
、
か
な
り
の
高
さ
を
持
っ
た
モ
ニ

ュ
メ
ン
タ
ル
な
建
物
で
も
、
壁
の
厚
さ
は
こ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ

の
建
築
は
東
西
二
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
、
長
屋
状

に
大
き
な
部
屋
を
区
切
っ
た
、
細
長
い
建
物
が
平
行
に
軒
別
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
建
築
配
置
は
、
未
央
宮
の
東
側
で
発
見
さ
れ
た
「
武
庫
」
と
共

　
　
　
　
⑥

通
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
武
庫
」
の
方
が
は
る
か
に
大
規
模
で
は
あ
る
が
。

こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
建
築
は
一
種
の
倉
庫
建
築
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
生
活
遺
物
の
少
な
さ
も
、
こ
れ
を
傍
証
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
土
壁
の
倉
庫
を
回
廊
で
つ
な
ぎ
、
西
院
の
中
心
部
に
木
造
の
管
理

棟
か
見
張
り
櫓
を
設
け
た
結
果
、
容
易
に
通
り
抜
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
複

雑
な
建
築
群
が
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
未
央
宮
三
号
建
築
遺
跡
が
倉
庫
で
あ
り
、
出
土

し
た
大
量
の
骨
片
も
こ
こ
に
収
蔵
さ
れ
た
物
品
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い

る
と
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
次
に
骨
片
自
体
の
検

討
に
移
り
た
い
。

　
①
　
漢
長
安
城
に
お
け
る
銭
範
の
出
土
状
況
を
簡
単
に
あ
げ
る
。
城
内
西
北
部
、
東

　
　
・
西
箭
に
比
定
さ
れ
る
相
家
号
付
近
で
は
大
量
の
前
漢
後
期
の
五
二
銭
範
が
出
土

　
　
す
る
。
ま
た
城
壁
西
面
南
端
の
門
で
あ
る
章
城
門
外
に
あ
た
る
好
漢
腐
付
近
、
さ

　
　
ら
に
未
央
宮
内
の
北
部
、
石
渠
閣
の
跡
と
さ
れ
る
地
点
で
も
尊
重
銭
範
が
出
土
し

　
　
た
こ
と
が
あ
る
。
少
し
古
い
デ
ー
タ
だ
が
、
陳
直
「
黒
鍵
閣
王
葬
銭
的
背
面
範
」

　
　
（
考
古
二
毛
一
九
五
五
年
二
期
）
参
照
。

　
②
　
鉄
製
の
腎
機
の
技
術
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漢
代
の
製
鉄
技
術
に

　
　
つ
い
て
」
（
古
史
春
秋
第
六
号
　
朋
友
需
店
　
一
九
九
〇
）
参
照
。

　
③
こ
の
よ
う
な
弾
丸
を
発
射
す
る
弓
を
「
弾
弓
」
と
い
う
。
『
説
苑
臨
善
説
篇
に

　
　
「
弾
之
状
如
弓
、
而
以
竹
為
弦
」
と
あ
る
。
ま
た
『
漢
書
』
巻
八
二
帝
紀
、
元
康

　
　
一
二
年
に
「
夏
｛
ハ
n
月
靭
㎎
阿
［
、
：
：
：
其
A
¶
一
二
輔
、
母
得
以
春
夏
胱
鯉
巣
酬
珠
卵
、
弾
射
飛
鳥
、

　
　
具
為
令
。
」
と
あ
り
、
弾
弓
が
小
型
鳥
類
の
狩
猟
用
具
と
し
て
広
く
使
わ
れ
て
い

　
　
た
こ
と
が
わ
か
る
。
吉
田
光
邦
「
葛
と
弩
」
（
東
洋
史
研
究
ご
｝
巻
三
号
　
一
九

　
　
五
三
。
の
ち
同
氏
『
中
国
科
学
技
術
史
論
集
』
所
収
　
日
本
放
送
出
版
協
会
　
一

　
　
九
七
二
）
参
照
。

　
④
　
当
時
の
宮
殿
や
官
衙
の
建
築
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漢
代
の
官
衙
と
属
吏
に
つ
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い
て
」
（
其
方
学
報
京
都
第
六
一
冊
　
一
九
八
九
）
参
照
。

⑤
　
秦
都
威
陽
考
古
工
作
姑
「
秦
都
威
陽
第
一
号
宮
殿
建
築
遺
壮
簡
報
」
（
文
物
一

　
九
七
六
年
一
　
一
期
）
、
　
陶
復
　
「
秦
轟
屯
田
宮
第
一
口
写
遺
肚
隔
後
山
闇
四
題
的
園
初
歩
一
二
一
討
」

　
（
同
）
、
唐
金
裕
「
西
安
西
郊
漢
代
建
築
遺
肚
発
掘
報
告
」
（
考
古
学
報
一
九
五
九

　
年
二
期
）
参
照
。

⑥
中
圏
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
漢
城
工
作
隊
「
漢
長
安
城
武
庫
遺
趾
発
掘
的
初

　
歩
収
獲
」
（
考
古
一
九
七
八
年
四
期
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
二
　
骨
片
の
形
態
と
用
途

　
未
央
宮
三
号
建
築
遺
肚
で
出
土
し
た
大
量
の
骨
片
は
、
独
特
の
形
態
を
持

っ
て
い
る
。
三
面
に
紹
介
さ
れ
た
骨
片
の
写
真
一
六
点
の
う
ち
、
完
形
品
と

見
ら
れ
る
も
の
は
五
点
、
残
り
一
一
点
は
途
中
で
折
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い

ま
、
そ
の
う
ち
二
点
の
写
真
を
図
2
と
し
て
掲
げ
る
。

　
骨
片
は
動
物
の
骨
の
先
端
部
（
動
物
の
種
類
と
骨
の
部
位
は
不
明
）
を
加

乱
し
て
作
ら
れ
、
長
さ
は
概
ね
五
・
八
～
七
・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
二

・
一
～
一
二
・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
○
・
二
～
○
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
前
後
。
背
面
は
平
面
で
、
正
面
が
中
高
の
曲
面
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
上

都
の
長
さ
三
・
五
～
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
五
～
ニ
セ
ン
チ
メ
～
ト

ル
ほ
ど
が
平
面
に
磨
か
れ
て
文
字
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
刻
字
部
分
の
下
に
は

半
円
形
の
窪
み
が
あ
り
、
そ
の
下
端
が
上
端
よ
り
横
に
張
り
出
し
て
い
る
。

窪
み
の
上
の
部
分
も
、
緩
や
か
に
内
湾
し
た
浅
い
へ
こ
み
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
骨
片
上
端
は
、
窪
み
の
あ
る
側
の
角
を
丸
く
落
と
し
て
あ
る
も
の
が
多

い
。
た
だ
し
図
2
1
1
は
上
端
が
欠
損
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
が
本
来
の
形

な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
骨
片
に
は
、
こ
の
よ
う
な
半
円
形
の
窪
み
が
右
側
に

あ
る
も
の
と
、
左
側
に
あ
る
も
の
の
二
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
刻
字

の
内
容
も
異
な
る
。
前
者
に
は
物
品
の
名
称
や
規
格
、
番
号
が
一
行
に
刻
さ

れ
、
後
者
に
は
器
物
を
製
造
し
た
昇
官
の
官
吏
名
や
年
代
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

図
2
一
王
が
前
者
の
例
、
2
が
後
者
の
例
で
あ
る
。

　
簡
報
は
こ
の
よ
う
な
骨
片
を
「
骨
籔
」
と
名
付
け
、
二
種
類
を
背
中
合
わ

せ
に
し
て
、
窪
み
の
部
分
を
紐
で
く
く
っ
て
用
い
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
が
木
簡
と
同
様
の
書
写
材
料
だ
と
す
る
と
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形

な
の
か
、
な
ぜ
二
枚
一
組
で
使
わ
れ
た
の
か
、
ま
た
な
ぜ
骨
で
作
ら
れ
た
の

か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
刻
字
内
容
を
検
討
す

る
前
に
、
ま
ず
こ
の
骨
片
の
用
途
を
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
形
態
の
骨
角
製
品
は
、
「
舞
」
、
す
な
わ
ち
弓
の
両
端
で
弦
を

か
け
る
「
ゆ
は
ず
し
の
部
分
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
弦
を
か
け
る
窪
み
は

　
こ
う
　
　
　
　
①

「
彊
」
と
い
う
（
図
3
）
。
「
翼
」
の
遺
物
は
、
各
地
の
戦
国
か
ら
漢
代
の
墓

や
遺
跡
で
出
土
し
て
い
る
。
長
沙
五
里
牌
四
〇
六
号
戦
国
墓
で
は
、
竹
製
の

弓
に
装
着
さ
れ
た
図
4
1
1
の
よ
う
な
角
製
の
餌
が
発
見
さ
れ
た
。
碑
は
長

さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
二
枚
で
両
側
か
ら
弓
の
先
端
を
挾
ん
で
固
定
さ
れ

　
　
　
　
　
②

て
い
た
と
い
う
。
彊
の
下
端
部
が
横
に
張
り
出
し
、
同
じ
側
の
揖
の
上
端
部

が
丸
く
な
っ
て
い
る
点
は
、
未
央
宮
出
土
の
骨
片
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
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　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

図2　未央宮第三号建築遺肚出土の骨片（拡大）

ま
た
そ
の
大
き
さ
と
と
も
に
、
二
枚
一
組
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
共

通
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
よ
い
。

　
河
北
易
県
燕
下
都
二
二
号
遺
雄
は
、
馬
や
牛
の
骨
を
加
工
す
る
骨
器
製
造

廠
の
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
・
こ
こ
か
ら
も
骨
製
の
票
出
土
し
て
い
殉

（
図
4
1
2
・
3
）
。
2
は
長
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
弱
、
3
は
小
振
り
で
長

さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
強
で
、
と
も
に
骨
の
先
端
部
を
キ
ャ
ッ
プ
状
に
切
り

・

薦

F
　
’
　
　
．

図3　弓の各部名称図

取
り
、
張
の
部
分
を
削
り
込
ん
で
あ
る
。
彊
の
上
は
内
湾
し
た
へ
こ
み
に
な

り
、
そ
の
上
端
部
に
丸
み
を
つ
け
て
い
る
。
板
状
と
キ
ャ
ッ
プ
状
の
違
い
は

あ
れ
、
側
視
形
は
長
沙
五
里
牌
の
揖
、
ま
た
未
央
宮
の
骨
片
と
共
通
す
る
要

素
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
2
の
輯
は
、
文
字
は
判
読
し
に
く
い
が
、
二
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
わ
た
る
刻
字
を
伴
っ
て
お
り
、
舜
の
刻
銘
の
貴
重
な
前
例
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
九
七
八
年
秋
、
山
東
潤
博
市
に
あ
る
、
戦
国
か
ら
漢
代
の
臨
溝
故
城
の

西
南
郊
外
で
、
前
漢
初
期
の
斉
王
の
墓
と
考
え
ら
れ
る
大
型
墳
墓
が
発
見
さ

　
⑤

れ
た
。
墓
道
の
両
側
に
五
個
所
の
重
葬
器
物
坑
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
第
三
号

坑
に
は
弓
・
弩
・
鑛
な
ど
武
器
類
が
大
量
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。
七
一
点
に

の
ぼ
る
大
小
様
々
な
弓
の
う
ち
、
二
点
の
両
端
に
弾
が
残
っ
て
い
た
。
図
4

i
4
は
青
銅
製
の
キ
ャ
ッ
プ
状
の
弱
で
、
長
さ
四
・
三
、
幅
二
・
四
セ
ン
チ
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メ
ー
ト
ル
。
形
態
・
大
き
さ
と
も
に
三
下
都
の
骨
製
の
揖
に
似
て
い
る
。
図

4
1
5
は
血
盟
板
状
の
揖
で
、
長
さ
五
二
二
、
幅
一
・
七
、
厚
さ
○
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
彊
の
部
分
が
や
や
浅
い
が
、
形
も
大
き
さ
も
前
述
の
例
と

共
通
す
る
。
た
だ
し
こ
の
弾
は
弓
の
両
端
に
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
ず
つ
は
め
込
ま

れ
て
お
り
、
二
枚
一
組
に
な
っ
た
長
沙
五
里
牌
の
翼
と
使
用
法
が
異
な
る
。

こ
れ
は
弓
の
種
類
や
強
さ
に
よ
る
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

．
看
．
．

u．

一
含
詳
～
．
㌧浄

1

　
O
－
i

4

壽

6　5　　　　　　　　3　　　　　　　2
　　　図4　戦国一軒代の弱（×1／2）

1：長沙五里牌406号墓出土
4・5＝斉王墓隔壁器物坑出土

2・3：言下都22号造肚出土

6：始皇陵1号兵馬桶坑出土

　
と
こ
ろ
で
、
有
名
な
秦
始
皇
陵
一
号
兵
馬
桶
坑
で
は
、
戦
車
を
引
く
馬
桶

の
前
脚
や
首
の
前
か
ら
、
図
4
1
6
の
よ
う
な
骨
片
が
十
一
点
出
土
し
て
い

⑥る
。
大
き
さ
は
長
さ
四
・
七
、
幅
二
・
〇
九
、
厚
さ
○
・
六
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
で
、
背
中
合
わ
せ
に
二
枚
一
組
で
使
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
形
・
大
き

さ
と
も
に
前
述
の
再
に
似
て
い
る
が
、
先
端
部
分
が
刃
の
よ
う
に
薄
く
な
っ

て
い
る
点
が
異
な
り
、
弓
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
も
い
な
い
。
出
土
位
置
か
ら

い
っ
て
、
馬
具
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
『
詩
経
』
小
雅
采
薇

「
象
彊
魚
服
」
の
句
の
庸
愚
に
「
象
揖
は
弓
の
反
末
な
り
。
紛
を
解
く
所
以

な
り
」
、
す
な
わ
ち
再
は
「
ゆ
は
ず
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
轡
な
ど
の
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

目
や
も
つ
れ
を
解
く
た
め
に
も
用
い
る
、
と
い
う
。
弱
に
は
車
馬
用
の
工
具

と
し
て
の
使
用
法
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
兵
馬
備
坑
の
出
土
品
を
見
る
と
、

揖
の
彊
に
あ
た
る
部
分
の
下
端
が
鈎
状
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
を
馬
具
の
皮

紐
の
結
び
目
な
ど
に
引
っ
掛
け
て
使
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
形
態
は
、
弓
の
部
品
と
し
て
の
揖
か
ら
十
分
に
分
化
し
て
お
ら
ず
、
二

枚
背
中
合
わ
せ
に
さ
れ
て
い
る
点
も
共
通
す
る
。
こ
の
よ
う
な
使
用
法
を
含

め
て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
も
揖
の
一
種
で
あ
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
戦
国
か
ら
漢
代
の
揖
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
輯

の
素
材
に
は
青
銅
と
骨
角
の
二
種
類
が
あ
り
、
形
態
に
は
キ
ャ
ッ
プ
状
と
板

状
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
そ
の
大
き
さ
と
彊
を
中
心
と
し
た
部
分
の
作
り
は

共
通
し
て
い
る
。
骨
角
製
の
板
状
の
弾
は
、
二
枚
一
組
で
弓
の
先
端
を
悼
み
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込
む
形
式
の
も
の
と
、
一
枚
だ
け
を
は
め
込
む
形
式
の
も
の
が
あ
る
。
さ
ら

に
翼
に
は
馬
具
と
し
て
の
副
次
的
な
使
用
法
も
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

未
央
宮
出
土
の
骨
片
は
、
形
態
的
な
特
徴
が
こ
の
よ
う
な
鵜
と
基
本
的
に
共

通
し
て
お
り
、
こ
れ
も
弾
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
実
際
に
弓

に
装
着
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
弓
の
両
端
に
背
中
合
わ
せ
に
二
枚
ず
つ
、

都
合
四
枚
が
一
セ
ッ
ト
と
し
て
使
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
未
央
宮
出
土

の
輯
は
し
ぼ
し
ぼ
彊
の
あ
た
り
で
破
断
し
て
い
る
が
、
彊
の
部
分
に
は
弦
の

強
い
張
力
が
加
わ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
が
壊
れ
や
す
い
の
は
嶺
然
で
あ
る
。

未
央
宮
の
弾
は
実
際
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
大
量
の
廃

品
も
混
じ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
出
土
状
態
の
詳
細

が
判
開
し
て
か
ら
判
断
す
べ
き
問
題
だ
が
。

　
未
央
宮
出
土
の
骨
片
は
、
書
写
材
料
と
し
て
加
工
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

弱
と
し
て
の
実
用
的
な
用
途
を
持
っ
た
骨
器
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
骨
籔
」
と

呼
ぶ
の
は
誤
り
で
あ
り
、
正
し
く
は
「
弼
」
あ
る
い
は
「
骨
翼
」
と
呼
ぶ
べ

き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
刻
さ
れ
た
文
字
は
、
書
類
や
帳
簿
、
ラ
ベ

ル
な
ど
の
記
載
事
項
で
は
な
く
、
弓
類
の
本
体
に
直
接
彫
り
込
ま
れ
た
銘
文

そ
の
も
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
然
的
に
、
こ
れ
ら
が
出
土
し

た
倉
庫
建
築
も
弓
矢
の
類
と
関
係
が
深
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

を
踏
ま
え
て
、
次
に
い
よ
い
よ
刻
字
の
内
容
の
分
析
に
移
ろ
う
。

①
　
『
爾
雅
』
釈
器
に
「
褐
有
縁
者
謂
之
弓
、
無
縁
者
認
之
餌
」
と
あ
り
、
疏
に
引

　
く
孫
炎
の
説
に
「
縁
謂
緻
束
乾
漆
之
。
弼
謂
不
以
三
目
、
骨
飾
両
頭
者
也
」
と
い

　
う
。
興
に
は
、
弓
全
体
を
指
す
場
合
と
、
特
に
骨
製
の
「
ゆ
は
ず
」
を
指
す
場
合

　
と
が
あ
っ
た
。
『
儀
礼
』
概
夕
礼
に
は
「
弓
矢
之
新
油
功
、
有
瞬
飾
焉
（
鄭
注
、

　
臼
玉
縁
者
謂
之
餌
。
翼
以
骨
角
為
飾
）
、
亦
張
可
也
（
岡
、
亦
使
可
張
）
」
、
す
な
わ

　
ち
故
人
の
弓
に
弾
を
取
付
け
て
、
ま
た
張
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
、

　
と
あ
る
。
弼
が
再
に
弦
を
張
る
た
め
に
必
須
の
部
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

　
の
ほ
か
、
弓
の
各
部
分
の
構
造
と
名
称
に
つ
い
て
は
、
林
巳
奈
夫
『
中
園
股
周
時

　
代
の
武
器
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
　
一
九
七
二
）
二
四
四
～
二
四
六
頁

　
に
詳
し
い
。

②
　
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
長
沙
発
掘
報
告
』
（
科
学
出
版
社
　
一
九
五
七
）
五

　
九
～
六
〇
頁
、
ま
た
『
中
国
股
周
時
代
の
武
器
』
二
八
七
頁
参
照
。

③
　
河
北
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
門
燕
下
都
第
二
二
号
造
肚
発
掘
報
告
」
（
考
古
｝

　
九
六
五
年
＝
期
）
、
『
中
国
嘆
美
時
代
の
武
器
臨
二
九
一
頁
参
照
。

④
図
に
は
あ
げ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
遺
跡
か
ら
は
も
う
一
点
、
「
□
北
柏
」
と
い

　
う
刻
字
を
伴
っ
た
「
三
蓋
弓
幡
」
も
出
土
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
形
態
は
揖
と

　
は
少
し
異
な
っ
て
お
り
、
違
う
も
の
の
部
品
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑤
山
東
省
潜
博
市
博
物
館
「
西
漢
斉
王
墓
適
薬
器
物
坑
」
（
考
古
学
報
一
九
八
五

　
年
ご
期
）
参
照
。

⑥
陳
西
省
考
古
研
究
所
・
始
皇
陵
秦
倫
考
古
発
掘
隊
『
秦
始
皇
陵
兵
馬
桶
坑
一

　
号
坑
発
掘
報
告
　
一
九
七
四
一
一
九
八
四
』
（
文
物
出
版
社
　
一
九
八
八
）
二
四

　
三
頁
参
照
。

⑦
　
　
『
詩
経
』
小
雅
采
薇
「
雪
天
魚
服
」
毛
伝
「
象
輯
、
弓
反
末
也
。
所
以
解
髪
也
。
」

　
鄭
箋
「
餌
、
弓
反
末
賜
者
。
以
象
骨
為
之
、
以
助
御
者
解
轡
紛
、
宜
滑
也
。
」
『
説

　
文
解
字
』
＝
一
下
「
弾
、
弓
無
縁
、
可
以
解
轡
紛
者
。
」
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漢長安城未央宮三号建築遺肚について（佐原）

三
　
刻
字
内
容
の
検
討

　
未
央
宮
三
号
建
築
遺
跡
出
土
の
骨
翼
に
は
、
彊
が
右
側
に
あ
る
も
の
と
左

側
に
あ
る
も
の
の
二
種
類
が
あ
り
、
刻
字
の
内
容
も
こ
れ
に
応
じ
て
大
ま
か

に
二
種
類
に
分
れ
る
。
い
ま
仮
に
前
者
を
1
類
、
後
者
を
H
類
と
呼
ぶ
こ
と

に
し
よ
う
。
簡
報
に
は
、
こ
の
二
種
類
合
わ
せ
て
二
〇
点
（
う
ち
図
版
の
あ

る
も
の
一
六
点
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
一
点
ず
つ
検
討
し
て
い
こ

う
。
釈
文
は
基
本
的
に
は
簡
報
に
従
う
が
、
図
版
を
検
討
し
て
改
め
た
個
所

も
あ
る
。

　
1
類
の
刻
字
は
、
そ
の
内
容
か
ら
さ
ら
に
I
a
と
I
b
の
二
種
類
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
I
a
は
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
物
品
の
名
称
や
規
格
を

記
し
て
い
る
。

654321
乗
輿
御
ざ
六
石

大
御
ざ
六
石

大
黄
力
廿
脚

力
八
石

射
三
百
五
十
四
歩

服
六
石

1
に
は
「
乗
輿
御
ざ
偏
と
記
さ
れ
、

　
　
　
　
　
①

を
示
し
て
い
る
。
2
も
同
様
な
ざ
だ
ろ
う
。
「
六
石
」
は
弓
の
強
さ
。
聖
代
の

（
簡
報
図
版
七
i
5
）

（
同
図
版
六
1
4
、
本
稿
図
2
…
－
V

（
簡
報
図
な
し
）

（
同
）

（
同
）

（
簡
報
図
4
右
）

　
　
こ
れ
が
天
子
の
御
物
の
ざ
で
あ
る
こ
と

一
石
を
約
三
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
一
八
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
相
楽
の
力
に
耐

　
　
　
　
　
　
　
　
②

え
ら
れ
る
性
能
を
衷
す
。
3
の
「
大
黄
」
は
大
型
の
驚
の
名
称
と
し
て
、
敦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

爆
や
居
延
の
漢
簡
、
『
史
記
』
李
将
軍
列
伝
に
も
見
え
る
。
た
だ
し
居
延
漢

簡
に
現
れ
る
門
大
黄
」
の
驚
の
強
さ
は
十
石
（
約
三
百
キ
β
グ
ラ
ム
相
当
）

で
あ
り
、
3
の
「
力
廿
石
」
は
さ
ら
に
そ
の
倍
、
非
常
に
強
い
弩
で
あ
る
。

ち
な
み
に
居
延
で
実
戦
配
備
さ
れ
た
弩
は
、
普
通
は
力
「
石
か
ら
八
石
ま
で
、

中
で
も
六
石
の
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
4
の
「
力
八
石
」

は
、
や
や
強
い
弓
か
経
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
5
の
「
射
…
…
歩
」
は
、
弓

や
驚
の
射
程
距
離
を
表
す
。
居
延
漢
簡
の
票
例
で
は
、
五
石
の
弩
で
射
程
一

二
〇
歩
（
約
｝
六
五
メ
ー
ト
ル
）
、
六
石
の
驚
で
一
八
五
歩
（
約
二
五
〇
メ
；

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ト
ル
）
と
い
う
数
値
が
知
ら
れ
る
。
5
に
記
さ
れ
る
「
三
五
四
歩
」
と
い
う

距
離
は
、
五
石
の
腎
の
三
倍
、
六
石
の
得
の
二
倍
に
近
く
、
や
は
り
恐
ろ
し

く
強
い
弓
驚
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
6
に
は
「
服
六
石
」
と
あ
る
が
、
居
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

漢
簡
で
「
服
」
は
「
え
び
ら
」
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し

「
六
石
」
は
弓
驚
の
強
さ
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
「
服
」
は
何

か
別
の
言
葉
の
省
略
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
I
a
類
の
刻
字
内
容
は
、
い
ず
れ
も
弓
や
弩
、
ざ
の
名
称

と
強
さ
の
規
格
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
前
章
で
紹
介
し
た
弼
の
事
例
は
弓
に

限
ら
れ
て
い
た
が
、
骨
製
の
輯
が
驚
や
ざ
に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
こ
の
遺
跡
で
は
腎
機
が
少
数
し
か
出
土
し
て
い
な
い
か
ら
、
務
の
骨
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弾
は
相
対
的
に
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
弓
轡
の
種
類
や
強
さ
に
よ
っ
て
、

翼
の
大
き
さ
や
形
態
に
違
い
が
な
い
か
ど
う
か
が
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な

ろ
う
。
ま
た
こ
の
遺
跡
の
倉
庫
に
極
端
に
強
い
弓
弩
が
収
め
ら
れ
た
こ
と
は
、

遺
跡
全
体
の
性
格
と
も
関
係
す
る
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

　
続
い
て
I
b
類
の
刻
字
を
検
討
し
よ
う
。
王
b
類
は
す
べ
て
番
号
が
記
さ

れ
て
い
る
。

1234567

甲
四
千
七
百
無
二

乙
六
百
七
十
九

丙
一
千
三
百
滑
六

丁
二
千
三
百
帰

丁
四
千
廿
七

戊
百
廿
四

第
二
百
七
十
五

（
簡
報
図
4
左
）

（
同
、
図
版
七
一
4
）

（
同
、
図
5
左
）

（
簡
報
図
な
し
）

（
簡
報
図
5
右
）

（
同
一
、
図
版
六
1
6
）

（
同
、
　
図
版
六
一
5
）

番
号
の
つ
け
か
た
に
は
、
十
干
と
数
宇
の
組
み
合
わ
せ
と
、
「
第
…
…
」
と

い
う
数
字
だ
け
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
後
で

改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　
H
類
に
属
す
る
刻
記
は
、
弓
類
を
製
造
し
た
工
官
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
1
　
三
年
、
河
南
工
孝
信
定
、
丞
立
、
／
広
、
作
府
級
、
工
策
造

　
　
　
　
（
簡
報
図
版
穴
一
2
、
本
稿
図
2
－
2
。
／
は
行
の
変
わ
る
個
所

　
　
　
　
を
示
す
）

　
　
2
五
年
、
河
南
工
馬
蝿
定
、
丞
広
、
／
□
、
作
府
充
、
工
歩
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
図
版
六
1
3
）

　
　
3
六
年
、
河
南
工
官
令
定
、
丞
緩
、
／
広
、
商
夫
賓
、
工
元
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
図
版
七
i
2
）

　
　
4
　
大
始
元
年
、
河
南
上
官
令
実
子
／
酔
、
丞
菱
・
猜
、
作
府
佐
喜
、

　
　
　
／
工
秦
・
舘
・
充
・
甘
造
　
　
　
　
　
（
同
、
図
版
七
一
3
）

　
　
5
　
始
元
二
年
、
穎
川
工
官
令
広
、
鉾
田
、
護
／
工
充
、
令
史
成
、
作

　
　
　
府
伏
・
寛
・
尤
、
／
工
柱
・
工
偲
造
　
　
　
（
同
、
図
版
七
一
1
）

　
　
6
　
始
元
五
年
、
頴
川
工
官
護
工
卒
史
／
春
、
墨
守
、
丞
福
、
橡
／
広
、

　
　
　
作
府
蛮
夫
陵
・
友
、
工
／
審
宍
・
工
茂
・
工
石
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
　
図
版
穴
1
1
）

　
　
7
　
元
鳳
元
年
、
河
南
工
道
守
令
著
、
丞
／
千
秋
、
護
工
卒
史
安
世
、

　
　
　
作
府
密
夫
／
相
、
佐
宛
、
守
工
充
・
楽
・
陽
、
工
髪
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
、
図
版
七
一
6
）

ま
ず
冒
頭
に
は
年
代
が
記
さ
れ
る
が
、
年
号
を
記
す
も
の
と
記
さ
な
い
も
の

と
が
あ
る
。
年
号
は
武
帝
の
半
ば
以
後
に
制
度
化
さ
れ
た
が
、
改
元
当
初

か
ら
年
号
が
定
め
ら
れ
た
の
は
元
封
年
間
（
前
一
一
〇
～
一
〇
五
）
か
ら
で

　
⑥

あ
る
。
し
た
が
っ
て
H
類
の
中
で
年
号
の
な
い
も
の
は
武
帝
の
半
ば
以
前
と

考
え
ら
れ
る
が
、
現
段
階
で
は
細
か
い
編
年
は
不
可
能
で
あ
る
。
実
年
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

判
明
す
る
も
の
の
中
で
最
も
古
い
の
は
4
の
「
大
始
元
年
」
、
す
な
わ
ち
武
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帝
の
太
始
元
年
（
前
九
六
）
の
も
の
で
あ
る
。
以
下
5
・
6
・
7
は
昭
帝
時

代
の
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
前
八
五
年
、
前
八
二
年
、
前
腎
○
年
に
あ
た
る
。

簡
報
に
よ
れ
ば
、
刻
記
に
現
れ
る
年
号
は
前
漢
末
ま
で
に
限
定
さ
れ
、
王
葬

時
代
の
例
は
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
。

　
次
に
記
さ
れ
る
の
は
、
工
官
の
官
吏
名
。
1
～
4
と
7
は
河
南
工
面
の
も

の
、
　
5
・
6
は
頴
川
工
官
の
も
の
で
あ
る
。
『
漢
書
』
地
理
志
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

工
宮
は
こ
の
二
郡
を
含
む
八
郡
に
置
か
れ
て
い
た
。
河
南
工
官
・
頴
川
工
官
・

と
も
、
最
初
に
書
か
れ
る
の
が
工
官
の
令
・
丞
の
名
で
あ
る
（
6
は
例
外
）
。

1
～
3
で
は
、
丞
が
二
名
連
記
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
代
、
宮
衙
の
規
模

に
よ
っ
て
は
複
数
の
丞
が
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
必
ず
し

も
不
思
議
で
は
な
い
。
令
丞
の
下
に
は
、
「
作
府
某
」
あ
る
い
は
「
余
丁
癌

夫
某
篇
「
霜
起
佐
某
」
と
い
っ
た
人
名
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
作
府
」

は
恐
ら
く
工
宮
の
生
産
現
場
の
管
理
機
構
で
、
癌
夫
・
佐
と
い
っ
た
斗
食
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ラ
ス
の
役
人
が
そ
の
監
督
に
あ
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。
3
に
は
「
作
府
」
の
刻

記
が
な
い
が
、
「
薔
夫
賓
」
が
そ
の
よ
う
な
現
場
監
督
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
下
で
実
際
に
弓
類
を
製
造
し
た
工
人
が
、
最
後
に
記
さ
れ
る
「
工
某
」

や
「
窒
素
某
」
で
あ
る
。
工
人
は
一
人
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
数
人
の
場
合
も

あ
る
が
、
そ
れ
は
製
造
し
た
弓
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

年
代
の
古
い
一
～
4
の
例
で
は
、
刻
記
さ
れ
る
人
名
は
こ
の
三
ク
ラ
ス
に
限

ら
れ
る
が
、
や
や
新
し
い
5
～
7
で
億
、
令
丞
と
「
作
府
」
の
間
に
「
護
工

総
轄
」
が
入
っ
た
り
、
さ
ら
に
「
令
史
」
（
5
）
「
橡
」
（
6
）
が
加
わ
る
場
合

も
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
刻
記
は
同
時
代
の
五
心
工
官
製
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
漆
器
銘
に
も
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
I
a
b
、
H
の
三
種
類
の
刻
記
は
、
互
い
に
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
戦
国
時
代
と
異
な
り
、
前
漢
代
の
武
器
の
銘
文
の
事

例
は
非
常
に
少
な
い
の
で
、
同
時
代
に
地
方
か
ら
献
上
さ
れ
た
青
銅
容
器
類

の
刻
銘
と
比
較
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
｝
九
六
一
年
、
漢
長
安
城
の
西
南
城

外
に
あ
た
る
西
安
三
橋
禽
竜
窟
村
か
ら
、
前
漢
の
上
林
苑
所
蔵
の
青
銅
容
器

　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
ニ
ニ
点
出
土
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
地
方
か
ら
献
上
さ
れ
た
り
、
地
方
の

離
宮
か
ら
移
管
さ
れ
た
こ
と
を
閏
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば

　
　
①
　
昆
古
血
面
訴
鼎
一
、
有
蓋
、
容
十
斗
、
井
重
六
十
六
斤
、
三
年
、

　
　
　
陽
狸
守
令
当
時
、
濫
費
千
秋
、
佐
楽
、
工
国
造
　
　
　
（
1
1
号
鼎
）

は
武
事
の
半
ば
以
前
の
年
代
で
、
穎
川
濡
鼠
陽
県
か
ら
「
乗
輿
」
の
器
物
と

し
て
献
上
さ
れ
る
鼎
を
、
陽
翠
県
の
官
吏
が
製
造
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た

　
　
②
　
上
林
宣
曲
宮
、
初
元
二
年
受
東
郡
」
白
馬
宣
房
観
鼎
、
容
五
斗
、

　
　
　
重
十
九
斤
六
両
、
神
爵
三
年
、
卒
史
舎
人
、
工
光
造
、
第
十
五

　
　
　
第
五
百
一
十
一
（
器
身
別
刻
）
上
林
第
九
（
占
奪
刻
）
（
1
4
号
鼎
）

か
ら
は
、
神
霊
三
年
（
前
五
九
）
に
東
郡
の
官
吏
と
工
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
銅
器
が
、
郡
内
の
離
宮
に
納
め
ら
れ
、
の
ち
元
帝
の
初
元
二
年
（
前
四
七
）
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に
上
林
苑
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
」
を
つ
け
た
所
よ
り
下
が
製
造

時
の
筆
記
、
そ
れ
よ
り
上
は
移
管
の
時
点
で
加
え
ら
れ
た
刻
記
で
あ
る
。

　
　
③
泰
山
宮
鼎
、
容
一
石
、
具
蓋
、
井
重
六
十
二
斤
二
両
、
甘
露
三
年
、

　
　
　
工
｝
再
出
温
拙
氾
、
晶
多
芸
一
十
⊥
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
身
）

　
　
　
焔
二
十
・
六
　
（
蓋
、
朱
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
号
鼎
）

も
同
様
に
、
泰
山
郡
の
工
入
に
よ
っ
て
甘
露
三
年
（
前
五
一
）
に
製
造
さ
れ
、

離
宮
に
納
め
ら
れ
た
鼎
が
、
上
林
に
移
管
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
地
方
郡
県
レ
ベ
ル
の
官
営
工
房
で
は
、
製
品
に
同
じ
形
式

の
刻
記
を
施
し
て
お
り
、
そ
の
記
載
事
項
は
、
器
種
と
重
量
・
容
量
な
ど
の

規
格
、
製
造
器
と
製
造
者
、
製
造
番
号
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
器
物
の
納
品
先
で
は
、
別
に
整
理
番
号
を
記
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を

未
央
宮
の
骨
揖
と
比
較
し
て
み
る
と
、
I
a
の
刻
記
が
青
銅
器
銘
の
弱
志
と

規
格
の
部
分
に
、
H
が
製
造
年
代
と
製
造
者
の
部
分
に
対
応
し
て
い
る
。
I

b
の
番
号
は
、
製
造
元
の
工
官
で
つ
け
ら
れ
た
製
造
番
号
か
、
あ
る
い
は
納

品
先
で
あ
る
こ
の
倉
庫
建
築
で
の
整
理
番
号
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
骨
麗
の
刻
意
は
、
上
述
の
三
種
類
が
そ
ろ
っ
て
よ
う
や
く
、
器
物
の

刻
記
と
し
て
首
尾
整
っ
た
も
の
に
近
づ
く
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
逆
に
こ
の

事
実
は
、
こ
れ
ら
の
鳥
笛
が
弓
の
個
々
の
部
品
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、

完
成
し
た
弓
全
体
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
前
章
で

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
骨
瞬
は
弓
の
両
端
に
裏
表
一
組
ず
つ
、
計
四
点

を
セ
ッ
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
倉
庫
建
築
に
納
め
ら
れ

た
弓
類
の
薦
の
部
分
に
は
、
製
造
デ
ー
タ
や
整
理
番
号
と
い
っ
た
必
要
事
項

が
、
最
低
三
個
所
の
決
ま
っ
た
場
所
に
分
け
て
刻
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

⑫る
。
骨
韓
が
倉
庫
の
壁
際
の
部
分
か
ら
多
く
出
土
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

弾
を
つ
け
た
再
類
が
壁
に
つ
け
ら
れ
た
ラ
ッ
ク
に
掛
か
っ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
遺
跡
は
火
災
で
焼
け
落
ち
て
お
り
、
そ
の
際
に
弓
類
の
木

質
部
も
焼
失
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
骨
弾
の
本
来
の
組
み
合
わ
せ
を
復

原
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
だ
ろ
う
。
し
か
も
破
損
し
て
交
換
さ
れ
た
廃
品

も
混
じ
っ
て
い
る
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
1
類
の
刻
記
か
ら
は
製
造

し
た
工
官
と
年
代
が
わ
か
ら
ず
、
H
類
の
刻
記
か
ら
は
、
各
地
の
工
官
で
作

ら
れ
た
器
物
が
弓
類
だ
と
い
う
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
、
と
い
っ
た
事

態
は
あ
る
程
度
覚
悟
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
一
点
ご
と
の
出
土
状
態
の

把
握
が
今
後
の
整
理
の
鍵
で
あ
る
。

　
以
上
、
建
築
の
性
格
と
骨
片
の
用
途
、
刻
記
の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
し

て
き
た
。
最
後
に
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
こ
の
遺
跡
が
何
で
あ
る
の
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
、
初
歩
的
な
考
察
を
試
み
た
い
。

　
①
　
『
独
断
』
巻
上
「
漢
天
子
、
…
…
車
馬
衣
服
器
械
百
羅
臼
乗
輿
。
…
…
乗
輿
出

　
　
於
律
。
律
日
、
敢
盗
乗
輿
服
御
物
。
謂
天
子
所
服
食
者
也
。
…
…
」

　
②
　
一
石
の
重
さ
に
つ
い
て
は
、
国
家
計
量
総
局
編
『
中
国
古
代
度
量
衡
図
集
』
（
文

　
　
物
出
版
社
　
一
九
八
一
）
参
照
。
ま
た
木
筆
第
一
冠
注
③
吉
田
光
邦
論
文
参
照
。
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③
居
輔
翼
簡
、
A
8
破
墨
子
出
土
の
守
御
器
簿
に

　
　
　
　
　
大
黄
力
十
石
鹸
　
、
右
深
強
～
分
、
負
一
算

　
甲
渠
候
郭
八
石
鯛
弩
一
、
右
弾
去
、
負
一
算
　
　
　
（
下
段
略
）

　
　
　
　
　
六
石
旦
ハ
弩
一
、
蛇
工
上
輩
、
負
一
算

　
　
　
　
　
六
石
具
弩
一
、
衣
不
測
、
負
一
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
二
・
一
七
十
八
二
，
一
五
　
労
一
九
〇
）

　
ま
た
A
3
3
地
湾
出
土
簡
に
も
「
図
石
大
黄
具
弩
十
四
口
」
（
四
三
三
．
二
　
労
八
）

　
の
例
が
あ
る
。
　
『
史
記
』
巻
一
〇
九
李
将
軍
列
俵
に
は
「
而
（
李
）
広
身
自
以
大

　
黄
（
集
解
、
章
昭
日
、
角
驚
色
黄
而
体
大
也
）
、
禍
事
志
津
、
殺
数
人
、
胡
虜
益

　
解
。
」
と
あ
る
。
労
韓
『
居
延
漢
簡
考
証
』
辺
塞
制
度
、
兵
器
の
条
参
照
。

④
　
官
第
一
六
石
具
驚
、
今
力
四
石
冊
斤
、
射
百
八
十
五
歩
、
完
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
3
3
地
湾
、
三
六
・
一
〇
　
労
一
二
四
）

　
Z
山
石
具
弩
、
射
百
廿
歩
□
　
　
　
　
（
A
3
3
二
二
、
五
一
〇
．
二
六
　
労
七
一
）

⑤
本
章
注
③
に
引
い
た
労
韓
書
、
ま
た
『
中
国
股
周
隣
代
の
武
器
』
三
七
五
～
七

　
頁
参
照
。

⑥
　
　
『
史
記
』
巻
乱
入
封
禅
書
「
其
後
三
年
、
有
司
言
、
元
宜
以
天
瑞
命
、
不
宜
以

　
一
二
数
。
一
元
日
建
、
二
元
室
長
星
田
光
、
三
一
7
5
以
郊
得
一
角
獣
日
折
云
。
」
こ

　
の
条
の
会
注
考
証
に
諸
説
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑦
　
簡
報
は
コ
兀
始
元
年
」
と
釈
読
す
る
が
、
「
元
」
字
は
上
下
で
明
ら
か
に
異
な
る
。

⑧
　
河
内
郡
（
骸
県
Y
河
南
郡
（
県
不
明
）
・
頴
川
郡
（
陽
羅
）
．
南
陽
郡
（
宛
県
）
・

　
済
南
郡
（
東
平
陵
Y
泰
山
郡
（
奉
高
）
・
広
漢
郡
（
雛
県
）
・
蜀
郡
（
成
都
）

⑨
伝
世
の
雁
足
燈
銘
に
「
元
康
元
年
、
考
工
工
賢
友
繕
、
作
府
鷹
夫
建
・
護
万
年

　
・
般
長
当
時
主
、
令
長
平
・
右
丞
義
省
、
重
二
斤
十
三
両
」
と
い
う
例
が
あ
る

　
（
『
貞
松
堂
集
古
謡
文
』
巻
＝
二
）
。
　
工
法
の
「
作
身
じ
は
、
　
こ
こ
に
見
え
る
考
工

　
の
「
作
府
」
と
同
様
の
機
構
か
も
し
れ
な
い
。

⑩
梅
原
末
治
『
支
那
漢
代
紀
年
銘
漆
器
図
説
』
（
桑
名
文
星
堂
一
九
四
三
）
、
佐
藤

　
武
敏
…
『
・
甲
国
古
代
工
業
史
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
　

一
九
六
二
）
第
四
章
参
照
。

⑪
西
安
市
文
物
管
理
委
員
会
「
西
安
三
橋
鎮
高
熱
村
出
土
的
西
欝
欝
蔭
口
」
（
考
古

　
一
九
六
三
年
二
期
）
、
陳
直
「
古
器
物
文
学
叢
考
」
（
同
）
、
黄
展
岳
「
西
安
三
橋

　
脅
圓
窟
村
西
榊
撰
銅
…
器
群
銘
文
繍
…
釈
」
（
同
一
九
六
三
舟
干
四
期
）
参
照
。

⑫
だ
だ
し
今
後
の
整
理
に
よ
っ
て
は
、
∬
類
の
刻
記
に
も
二
種
類
幽
て
く
る
可
能

　
性
は
排
除
で
き
な
い
。
ま
た
骨
導
に
刻
字
の
な
い
も
の
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
か
も

　
問
題
と
な
ろ
う
。お

わ
り
に
－
所
属
機
関
の
推
定

　
未
央
宮
三
号
建
築
遺
跡
は
、
前
述
の
よ
う
に
火
災
で
焼
け
た
倉
庫
建
築
の

跡
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
鐡
や
弾
丸
と
と
も
に
、
弓
・
務
・
ざ
の
類
に
着
け

ら
れ
る
翼
が
大
量
に
出
土
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
「
乗
輿
」
、
す
な
わ
ち

天
子
の
御
物
と
し
て
各
地
の
工
官
で
製
造
さ
れ
、
上
納
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た

と
見
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
ざ
は
、
鳥
類
（
特
に
群
れ
を
な
す
大
型
の
水
鳥
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
狩
猟
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
対
人
殺
傷
用
の
兵
器
で
は
な
い
。
ま
た
こ

の
遺
跡
で
は
、
弓
類
以
外
の
武
器
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の

事
実
は
、
こ
の
建
築
が
未
央
宮
内
で
天
子
の
狩
猟
用
弓
矢
の
類
を
専
門
に
収

蔵
し
た
武
器
庫
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
で
は
こ
の
武
器
庫
は
ど
の
よ
う
な

機
構
に
属
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
一
つ
の
候
補
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
「
左
ざ
」
あ
る
い
は
「
歓
飛
」
と

呼
ば
れ
る
機
構
で
あ
る
。
『
漢
書
』
百
官
公
卿
裁
上
に
よ
れ
ば
、
少
府
の
属

官
に
「
左
ざ
」
と
い
う
官
名
が
見
え
、
武
帝
の
太
初
元
年
（
前
一
〇
四
）
に
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「
飲
飛
」
と
改
名
さ
れ
て
い
る
。
「
軟
飛
」
は
「
ざ
射
を
掌
」
り
、
九
丞
暴
悪

　
　
　
　
②

が
置
か
れ
た
。
丞
が
九
人
と
い
う
の
は
他
に
例
が
な
く
、
少
府
の
属
官
で
尉

が
置
か
れ
た
の
も
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
は
軍
隊
式
に
編
成

さ
れ
た
弓
矢
の
専
門
家
多
数
が
属
し
、
尉
に
率
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

『
漢
丸
公
』
に
は
、
藤
野
は
ざ
射
に
よ
っ
て
毎
度
水
鳥
一
万
頭
以
上
を
捕
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
、
警
官
を
通
じ
て
、
「
祭
祀
・
置
酒
に
給
」
し
た
、
と
あ
る
。
ま
た
難
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
狩
猟
用
の
池
田
も
管
理
し
て
い
た
。
講
説
「
西
都
賦
」
に
は
、
こ
の
よ
う

な
苑
圃
で
天
子
が
期
門
・
飲
飛
を
率
い
て
巻
狩
を
す
る
様
子
が
歌
わ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
が
、
そ
の
際
に
は
ざ
だ
け
で
な
く
努
も
使
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ざ

や
驚
を
操
る
者
は
門
射
土
」
と
呼
ば
れ
た
。
宣
帝
の
神
国
元
年
（
前
六
一
）
、

西
莞
の
反
乱
鎮
圧
に
派
遣
さ
れ
た
軍
団
の
中
に
は
、
羽
林
孤
児
な
ど
の
騎
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
と
も
に
、
募
に
応
じ
た
「
飲
飛
の
射
士
」
の
一
隊
が
見
え
る
。
少
な
め
に

見
積
っ
て
も
数
千
点
に
の
ぼ
る
各
種
樗
類
i
I
中
に
は
よ
ほ
ど
の
豪
の
者
で

も
な
け
れ
ば
引
け
な
い
よ
う
な
強
い
驚
も
あ
っ
た
一
と
、
矢
や
弾
丸
を
収

め
た
未
央
宮
三
号
建
築
遺
跡
は
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
少
鷹
の
軟
飛
に
属
す
る

弓
矢
の
倉
庫
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
現
段
階
で
断
定
で
き

る
問
題
で
は
な
い
が
、
一
案
と
し
て
提
出
し
て
お
き
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
軟
飛
の
擁
す
る
多
数
の
結
髪
は
、
西
莞
反
乱
の
鎮
圧
部
隊
に

加
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
軍
事
力
と
し
て
も
機
能
し

得
る
存
在
で
あ
っ
た
。
「
西
都
賦
」
で
軟
飛
の
射
士
は
応
仁
の
騎
士
と
と
も

に
巻
狩
に
参
加
し
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
に
羽
林
孤
児
で
編
成
さ
れ
た
騎
士

と
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
軟
飛
は
、
「
執
兵
送
従
を
裳
る
扁
惣
門

　
　
　
　
　
⑦

・
羽
林
の
騎
士
と
同
様
に
、
未
央
宮
に
お
い
て
天
子
の
直
轄
親
衛
部
隊
と
し

て
の
軍
事
的
役
割
を
も
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
職
業
的
な
射
撃
手
と

騎
士
と
い
う
組
み
合
わ
せ
ば
、
地
方
の
郡
に
お
け
る
職
業
軍
人
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
材
官
・
騎
士
」
に
も
通
じ
よ
う
。
未
央
宮
三
号
建
築
遺
跡
出
土
の
骨
輯
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
、
「
衛
尉
努
官
郎
中
」
と
い
う
刻
記
を
持
っ
た
も
の
も
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
こ
の
遺
跡
が
単
な
る
狩
猟
用
具
倉
庫
で
は
な
く
、
衛
尉
と
と
も
に
未

央
宮
防
衛
に
あ
た
る
役
割
を
持
っ
た
武
器
庫
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、
「
京
師
を
軍
部
す
る
を
掌
る
」
執
金

吾
の
管
轄
す
る
武
庫
と
の
相
違
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
、
來
央
宮
三
号
建
築
遺
吐
に
つ
い
て
初
歩
的
な
検
討
を
試
み
て
き
た

が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
現
段
階
で
可
能
な
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
。

発
掘
の
詳
細
と
と
も
に
大
量
の
刻
記
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
こ
の
遺

跡
の
性
格
に
関
す
る
推
測
の
当
否
が
確
か
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で

詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
各
地
の
工
官
に
つ
い
て
、
従
来
と
は
比
べ

も
の
に
な
ら
な
い
精
度
の
分
析
が
可
能
と
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
日
が
早

く
来
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
筆
を
欄
く
こ
と
に
す
る
。

　
①
　
平
射
に
つ
い
て
は
、
四
川
成
都
揚
予
山
二
号
墓
出
土
の
有
名
な
圏
像
確
が
あ
る
。

　
　
な
お
、
弾
弓
に
つ
い
て
は
、
長
安
城
の
武
庫
か
ら
弾
丸
が
出
土
し
て
い
る
（
本
稿
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漢長安城未央宮三号建築遺祉について（佐原）

　
第
一
章
注
⑥
参
照
）
の
で
、
狩
猟
だ
け
で
な
く
戦
闘
に
も
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が

　
あ
る
。

②
　
『
漢
書
』
巻
一
九
百
宮
公
卿
直
上

　
少
府
、
　
：
：
：
属
膚
三
悪
・
：
・
：
考
工
贈
虫
・
左
岸
：
：
：
十
山
ハ
宮
A
コ
丞
。
　
：
・
：
・
武
帝
制
初
一
兀

　
年
、
更
名
考
工
窪
為
考
工
、
左
犬
為
飲
飛
、
…
…
。
歓
飛
掌
弍
射
、
有
九
丞
両
尉
。

　
な
お
居
延
漢
簡
に
「
左
代
馨
力
六
石
廿
図
」
（
A
3
5
大
望
出
土
五
一
〇
・
三
〇
、

　
労
八
一
）
と
い
う
例
が
あ
る
。
「
左
弍
」
所
属
の
弩
の
中
古
品
が
居
取
に
回
さ
れ

　
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

③
『
漢
旧
儀
』
下
（
平
津
館
叢
書
本
）

　
歓
建
具
繕
緻
、
以
射
撃
鷹
、
応
給
祭
祀
置
酒
。
毎
射
収
得
万
頭
以
上
、
給
太
官
。

④
『
漢
書
』
三
九
元
帝
紀
、
初
元
二
年
（
前
四
七
）
三
月

　
詔
罷
黄
門
乗
輿
狗
馬
、
水
衡
禁
圃
、
宜
春
下
苑
、
三
重
歓
飛
外
池
（
如
淳
日
、
漢

　
儀
注
、
依
飛
具
霜
緻
、
以
財
捲
鷹
、
給
祭
祀
。
是
故
有
恩
也
）
、
厳
簗
池
田
（
晋

　
灼
日
、
二
三
、
射
苑
也
。
許
二
日
、
厳
、
、
工
射
者
所
蔽
也
。
池
田
、
苑
中
田
也
）
、

　
仮
与
貧
民
。

⑤
『
文
選
』
巻
～
班
固
西
都
賦

　
爾
乃
期
門
歓
飛
、
列
刃
鐵
鍛
、
要
映
追
躍
。
主
裁
医
長
、
獣
骸
値
鋒
。
機
不
長
椅
、

　
弦
不
再
控
。
矢
不
単
殺
、
中
必
畳
隻
。
麗
飽
紛
紛
、
矯
緻
謀
士
。
風
毛
雨
血
、
灘

　
野
藪
天
。

⑥
『
漢
書
』
巻
上
宣
帝
紀
、
神
爵
元
年
（
前
六
一
）
三
月

　
西
莞
反
。
発
三
輔
・
中
都
官
弛
刑
、
及
応
募
歓
飛
射
士
・
羽
林
孤
児
、
胡
・
越
騎
、

　
三
河
・
穎
川
・
沸
郡
・
潅
陽
・
湘
南
材
官
、
金
城
・
醗
西
・
天
水
・
安
定
・
北
地

　
．
上
郡
騎
土
、
莞
騎
、
詣
金
城
。
夏
四
月
、
遣
後
将
軍
趙
充
電
・
彊
驚
将
軍
許
延

　
寿
撃
西
莞
。

　
同
、
巻
六
九
趙
充
国
伝

　
充
国
子
右
蕾
中
郎
将
印
、
三
期
門
歓
飛
、
羽
林
孤
児
、
胡
・
越
騎
為
支
兵
、
至
令
農
。

⑦
『
漢
書
』
巻
一
九
百
宮
公
卿
表
上

　
　
郎
中
潜
、
…
…
武
帝
太
初
元
年
、
更
名
光
禄
勲
。
…
…
総
門
掌
執
兵
送
従
。
武
帝

　
　
建
元
三
年
初
罎
、
比
郎
、
無
員
、
多
至
千
入
。
有
僕
射
、
秩
比
千
石
。
…
…
羽
林

　
　
掌
送
従
、
次
期
門
。
武
帝
太
初
元
年
初
鷺
、
名
日
建
章
営
騎
。
後
盛
名
羽
林
騎
。

　
　
虫
取
従
軍
死
慕
之
子
孫
養
羽
林
、
官
教
以
五
兵
、
号
日
羽
林
孤
児
。
羽
林
有
令
丞
。

　
　
宣
帝
令
中
郎
将
・
騎
都
尉
監
羽
林
、
秩
二
千
石
。

　
⑧
　
大
庭
脩
「
長
官
致
－
漢
代
の
兵
制
の
一
班
に
つ
い
て
一
」
（
龍
谷
史
壇
三
六

　
　
一
九
五
二
）
参
照
。

　
⑨
「
は
じ
め
に
」
注
②
に
引
い
た
籾
山
報
告
参
照
。

　
図
版
出
典
一
覧

図
1
　
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
漢
城
工
作
隊
「
漢
長
安
城
乗
央
宮
第

　
　
　
三
号
建
築
遺
肚
発
掘
簡
報
」
『
考
古
』
一
九
八
九
年
一
期
、
図
1

図
2
1
1
　
同
、
図
版
六
一
4

　
　
　
2
　
同
、
図
版
六
1
2

図
3
　
林
巳
奈
夫
編
『
一
代
の
文
物
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
　
一
九

　
　
　
七
六
）
挿
図
1
0
一
麗

図
4
1
1
中
国
科
学
院
考
古
研
究
唐
『
長
沙
発
掘
報
告
』
（
科
学
出
版
社

　
　
　
｝
九
五
七
）
図
版
二
七
1
3

　
　
2
・
3
　
河
北
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
燕
下
都
第
一
三
号
遺
祉
発
掘

　
　
　
報
告
」
『
考
古
』
一
九
六
五
年
一
一
期
、
図
6
1
2
・
4

　
　
4
・
5
　
山
東
省
潤
博
市
博
物
館
「
西
漢
斉
中
点
随
葬
器
物
坑
」
『
考
古

　
　
　
学
報
』
一
九
八
五
年
二
期
、
図
3
0
1
2
・
1
9

　
　
6
　
陳
西
省
考
古
研
究
所
・
始
愛
鳥
棊
備
考
古
発
掘
隊
『
秦
三
皇
帝
陵

　
　
　
兵
馬
桶
坑
　
一
号
坑
発
掘
報
告
　
一
九
七
四
－
一
九
八
四
』
（
文
物

　
　
　
出
版
社
　
一
九
八
八
）
図
一
四
四
一
5

　
　
　
　
　
（
滋
賀
大
学
教
育
瀞
ナ
部
徴
購
師
　
　
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桂
第
ニ
ム
ロ
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